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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
組
織
犯
罪
対
策
法
案
と
死
刑
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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閣
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十
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閣
総
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本 
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一 

 



 

一
の
（
2
）
及
び
（
3
）
に
つ
い
て 

一
の
（
1
）
に
つ
い
て. 

国
際
連
合
に
加
盟
す
る
国
の
中
で
、
組
織
的
な
犯
罪
対
策
の
た
め
の
法
律
を
制
定
し
て
い
る
国
が
何
箇
国
あ
り
、
そ
の
う

ち
、
殺
人
罪
の
重
罰
を
定
め
る
国
が
何
箇
国
あ
る
か
、
死
刑
を
刑
罰
に
定
め
る
国
が
何
箇
国
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
犯
罪
に
つ

き
死
刑
を
刑
罰
に
定
め
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
を
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
等
に
お
い
て
は
、
組
織
的
な
犯
罪
に
関
し
、
一
定
の
組
織

的
な
犯
罪
の
加
重
処
罰
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
行
為
の
処
罰
そ
の
他
を
内
容
と
す
る
刑
事
法
を
整
備
し
て
い
る
も
の

と
承
知
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
国
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
法
に
お
い
て
は
、
死
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
連
邦

法
の
第
二
級
殺
人
や
州
法
の
殺
人
で
あ
っ
て
も
、
犯
罪
組
織
と
一
定
の
関
連
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
死
刑

を
定
め
る
連
邦
法
の
第
一
級
殺
人
と
同
様
、
死
刑
を
最
高
刑
と
し
て
定
め
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

組
織
的
な
犯
罪
対
策
に
関
し
、
各
国
間
で
死
刑
を
刑
罰
に
規
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
は
承

知
し
て
い
な
い
。 

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
組
織
犯
罪
対
策
法
案
と
死
刑
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

一
の
（
5
）
に
つ
い
て 

一
の
（
4
）
に
つ
い
て 

二
の
（
1
）
及
び
（
2
）
に
つ
い
て 

お
尋
ね
の
法
律
案
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
該
当
す
る
殺
人
の
罪
の
法
定
刑
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
刑
法
（
明
治
四

十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
九
十
九
条
に
規
定
す
る
一
般
の
殺
人
の
罪
の
刑
の
上
限
と
比
較
し
て
、
殊
更
引
き
下
げ
る
べ

き
理
由
は
な
い
の
で
、
こ
れ
と
同
一
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
案
は
、
こ
れ
ま
で
死
刑
が
科
さ
れ
な
か
っ
た
行

為
に
対
し
、
新
た
に
死
刑
を
科
す
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

第
五
十
四
回
国
連
人
権
委
員
会
に
お
け
る
死
刑
問
題
決
議
案
は
、
昨
年
の
第
五
十
三
回
国
連
人
権
委
員
会
に
お
い
て
採
択

さ
れ
た
同
名
の
決
議
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
会
期
に
お
い
て
も
検
討
を
継
続
す
る
旨
決
定
が
さ
れ
て
い
た
こ

と
も
踏
ま
え
、
昨
年
と
同
様
に
イ
タ
リ
ア
共
和
国
が
中
心
と
な
っ
て
作
成
さ
れ
、
本
年
三
月
三
十
日
付
け
で
決
議
案
と
し
て 

組
織
的
な
犯
罪
に
対
す
る
厳
格
な
対
応
を
求
め
る
国
際
的
な
動
向
に
か
ん
が
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
刑
罰
体
系
の
中
で
組

織
的
な
犯
罪
に
つ
い
て
重
い
刑
を
定
め
る
こ
と
は
、
国
際
的
な
要
請
に
か
な
っ
た
対
応
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

四 

 



 

投
票
結
果
は
、
賛
成
二
十
六
か
国
（
ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン
共
和
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
、
ブ
ラ

ジ
ル
連
邦
共
和
国
、
カ
ナ
ダ
、
カ
ー
ボ
・
ヴ
ェ
ル
デ
共
和
国
、
チ
リ
共
和
国
、
コ
ン
ゴ
ー
共
和
国
、
チ
ェ
ッ
コ
共
和
国
、
デ

ン
マ
ー
ク
王
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
共
和
国
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
共
和 

ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
、
大
韓
民
国
、
ル
ワ
ン
ダ
共
和
国
、
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
）
、
棄
権
十
二
か
国 

（
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
、
エ
ル
・
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
共
和
国
、
グ
ァ
テ
マ
ラ
共
和
国
、
ギ
ニ
ア
共
和
国
、
イ
ン
ド
、
マ
ダ
ガ
ス
カ

ル
共
和
国
、
モ
ロ
ッ
コ
王
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
、
セ
ネ
ガ
ル
共
和
国
、
ス
リ
・
ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義
共
和
国
、
テ
ュ

ニ
ジ
ア
共
和
国
、
ウ
ガ
ン
ダ
共
和
国
）
で
あ
っ
た
。 

ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
東

方
共
和
国
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
共
和
国
）
、
反
対
十
三
か
国
（
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人
民
共
和
国
、
ブ
ー
タ
ン
王
国
、
ボ
ツ
ワ
ナ 

配
布
さ
れ
た
後
、
同
年
四
月
三
日
に
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

共
和
国
、
中
華
人
民
共
和
国
、
コ
ン
ゴ
ー
民
主
共
和
国
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
、
我
が
国
、
マ
レ
イ
シ
ア
、
パ
キ
ス
タ 

国
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
大
公
国
、
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
、
ネ
パ
ー
ル
王
国
、
ペ
ル
ー
共
和
国
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
、
ロ
シ 

我
が
国
は
、
死
刑
制
度
の
存
廃
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
各
国
に
お
い
て
当
該
国
の
国
民
感
情
、
犯
罪
情
勢
、 

五 

 



 

二
の
（
5
）
に
つ
い
て 

二
の
（
4
）
に
つ
い
て 

二
の
（
3
）
に
つ
い
て 

死
刑
廃
止
を
求
め
る
決
議
が
昨
年
に
続
い
て
採
択
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
死
刑
の
存
廃
の
問
題
は
国
際
社
会
で
関
心
を
集
め

て
い
る
事
項
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
各
国
の
投
票
態
度
及
び
立
場
表
明
か
ら
判
断
し
て
、
死
刑
に
関
す
る
各
国
の
考

え
方
は
い
ま
だ
に
様
々
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
の
存
廃
に
つ
い
て
国
際
的
に
一
致
し
た
意
見
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。 

刑
事
政
策
の
在
り
方
等
を
踏
ま
え
て
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
国
際
機
関
の
場
で
死
刑
制
度
の
是
非
を
決
す

る
に
な
じ
ま
な
い
と
の
理
由
か
ら
、
反
対
票
を
投
じ
た
。 

今
後
も
同
様
な
決
議
が
採
択
さ
れ
続
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
決
議
案
が
提
出
さ
れ
る
か
否
か
を
含
め
、
予
測

が
困
難
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

ロ
ビ
ン
ソ
ン
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
は
、
第
五
十
四
回
国
連
人
権
委
員
会
に
お
い
て
死
刑
問
題
決
議
が
採
択
さ
れ
た
後
、

右
決
議
を
支
持
す
る
旨
の
発
言
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

我
が
国
に
お
け
る
死
刑
制
度
の
存
続
が
我
が
国
の
外
交
活
動
一
般
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
国
際
的
な
組 

六 

 



 

二
の
（
7
）
に
つ
い
て 

二
の
（
6
）
に
つ
い
て 

死
刑
制
度
の
存
廃
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
諸
外
国
に
お
け
る
動
向
や
経
験
も
参
考
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
基

本
的
に
は
各
国
に
お
い
て
当
該
国
の
国
民
感
情
、
犯
罪
情
勢
、
刑
事
政
策
の
在
り
方
等
を
踏
ま
え
て
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
独
自
に
決
定
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

我
が
国
に
お
い
て
は
、
死
刑
の
存
廃
は
、
国
民
世
論
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
社
会
に
お
け
る
正
義
の
実
現
等
種
々
の
観
点

か
ら
慎
重
に
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
、
国
民
世
論
の
多
数
が
、
極
め
て
悪
質
、
凶
悪
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
死
刑

も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
お
り
、
多
数
の
者
に
対
す
る
殺
人
、
誘
拐
殺
人
等
の
凶
悪
犯
罪
が
い
ま
だ
後
を
絶
た
な
い
状
況

等
に
か
ん
が
み
る
と
、
そ
の
罪
責
が
著
し
く
重
大
な
凶
悪
犯
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
は
、
死
刑
を
科
す
る
こ
と
も
や
む
を

得
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

死
刑
の
存
廃
に
つ
い
て
は
、
二
の
（
6
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
そ
の
罪
責
が
著
し
く
重
大
な
凶
悪
犯
罪
を

犯
し
た
者
に
対
し
て
は
、
死
刑
を
科
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
死
刑
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
裁 

織
的
犯
罪
の
摘
発
に
当
た
り
、
我
が
国
に
お
け
る
死
刑
制
度
の
存
続
に
よ
り
支
障
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

七 

 



 

三
の
（
2
）
に
つ
い
て 

三
の
（
1
）
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
憲
法
前
文
は
、
国
際
協
調
主
義
の
原
則
を
宣
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
死
刑
の
存
廃
や
死
刑
に
関
す
る
情
報
公

開
の
具
体
的
程
度
の
よ
う
な
基
本
的
に
は
各
国
の
決
定
、
処
理
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て
、
我

が
国
が
自
ら
の
判
断
で
そ
の
在
り
方
を
決
定
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
趣
旨
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
死
刑
の
存
廃
や
死
刑
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
我
が
国
の
態
度
は
、
御
指
摘
の
憲
法
前
文
に
照
ら
し
て
も
何
ら

問
題
が
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

判
所
の
判
断
を
尊
重
し
つ
つ
、
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
慎
重
か
つ
厳
正
に
対
処
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
死
刑
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は
、
統
計
等
に
よ
り
可
能
な
限
り
公
表
し
て
い
る
。 

ル
ワ
ン
ダ
共
和
国
に
お
い
て
、
本
年
の
四
月
二
十
四
日
、
千
九
百
九
十
四
年
（
平
成
六
年
）
の
同
国
に
お
け
る
民
族
大
量

虐
殺
の
責
任
者
に
対
し
、
同
国
の
裁
判
所
の
判
決
に
基
づ
く
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

な
お
、
我
が
国
と
し
て
は
、
ル
ワ
ン
ダ
共
和
国
政
府
が
、
国
民
融
和
を
図
り
つ
つ
、
平
和
で
安
定
し
た
国
家
の
再
建
に
努 

他
国
の
具
体
的
な
司
法
判
断
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。 

八 

 



 

四
の
（
1
）
に
つ
い
て 

三
の
（
3
）
に
つ
い
て 

組
織
的
な
犯
罪
に
対
処
す
る
た
め
の
法
整
備
は
、
組
織
的
な
犯
罪
に
対
し
て
各
国
が
協
調
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
喫
緊
の

課
題
で
あ
る
と
い
う
国
際
的
に
一
致
し
た
認
識
及
び
近
年
の
我
が
国
に
お
け
る
組
織
的
な
犯
罪
が
平
穏
な
市
民
社
会
を
脅
か

し
、
健
全
な
社
会
、
経
済
の
維
持
、
発
展
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
状
況
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
整
備

を
行
う
こ
と
と
二
の
（
6
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
死
刑
制
度
の
存
廃
の
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
と
は
何
ら
矛
盾

す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

同
弁
務
官
は
、
国
連
総
会
決
議
（
第
四
十
八
回
国
連
総
会
決
議
第
百
四
十
一
号
）
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
任
務
を
踏
ま

え
、
本
件
公
開
処
刑
に
関
す
る
情
報
に
基
づ
き
、
右
声
明
を
発
出
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

千
九
百
九
十
八
年
（
平
成
十
年
）
四
月
二
十
三
日
付
け
国
連
記
者
発
表
に
よ
る
と
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
人
権
高
等
弁
務
官
は
、

今
般
ル
ワ
ン
ダ
政
府
が
虐
殺
事
件
に
関
与
し
た
者
二
十
名
以
上
を
公
開
処
刑
と
す
る
旨
決
定
し
た
こ
と
を
深
く
憂
慮
し
、
同

国
政
府
に
対
し
右
決
定
を
再
考
す
る
よ
う
促
す
趣
旨
の
声
明
を
発
出
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

力
し
、
国
際
社
会
と
し
て
も
か
か
る
努
力
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

九 

 



 

 

一
〇 

四
の
（
2
）
に
つ
い
て 

林
郁
夫
被
告
人
に
対
す
る
無
期
懲
役
の
求
刑
は
、
検
察
官
に
お
い
て
、
そ
の
犯
行
の
罪
質
、
動
機
、
態
様
、
結
果
の
重
大

性
、
遺
族
の
被
害
感
情
、
社
会
的
影
響
の
ほ
か
、
同
被
告
人
の
供
述
が
組
織
的
な
凶
悪
犯
罪
の
解
明
と
犯
罪
組
織
の
中
枢
の

検
挙
に
よ
る
将
来
に
お
け
る
凶
悪
犯
罪
の
防
止
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
な
ど
、
各
般
の
情
状
を
併
せ
考
察
し
て
、
無
期
懲

役
が
相
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
死
刑
が
相
当
で
あ
る
と
判
断
し
な
が
ら
無
期
懲
役
を
選
択

し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
司
法
取
引
」
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。 

検
察
官
が
同
被
告
人
に
対
し
て
無
期
懲
役
の
求
刑
を
し
た
の
は
、
特
定
の
法
案
を
意
識
し
た
結
果
で
は
な
い
。 

四
の
（
3
）
に
つ
い
て 

個
々
具
体
的
な
死
刑
執
行
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。 


